
告

示

公

告

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
定
し
た
次
の
救
急
病
院
の
開
設
者
は
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
を
撤
回
し
た
。

平
成
二
十
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

医
療
法
人
那
須
高
原
心
臓
消
化
器
研
究
会
新
白
河
中
央
病
院

白
河
市
白
坂
三
輪
台
一
五
番
地

(

医
療
看
護
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

石
川
郡
古
殿
町
大
字
大
久
田
字
越
代
一
一
〇
の
一
、
一
四
五
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
古
殿
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
古
殿
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

田
村
市
都
路
町
岩
井
沢
字
日
向
一
一
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
田
村
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
田
村
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

公
告
第
四
百
四
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第

一
項
の
申
出
を
撤
回
し
た
件

五
三
四

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

通
知
が
あ
っ
た
件

五
三
四

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件

五
三
四

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
三
四

○
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ

っ
た
件

五
三
五

○
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ

っ
た
件
二
件

五
三
五
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活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
四
日

二

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
極
真
カ
ラ
テ
門
馬
道
場

三

代
表
者
の
氏
名

門
馬

智
幸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
西
白
河
郡
矢
吹
町
八
幡
町
百
六
十
九
番
地
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
極
真
空
手
の
創
設
者
大
山
倍
達
が
提
唱
し
た
極
真
精
神
を
礎
と
し
、
日
本
の
伝
統

文
化
で
あ
る
武
道
空
手
を
通
し
て
、
青
少
年
の
健
全
な
精
神
と
身
体
の
育
成
や
、
幼
児
か
ら
お
年
寄

り
に
至
る
幅
広
い
年
齢
層
に
合
わ
せ
て
の
筋
力
向
上
・
健
康
増
進
を
目
的
と
し
た
教
室
を
行
う
。
ま

た
、
人
種
や
思
想
、
性
別
、
年
齢
な
ど
に
よ
る
偏
見
差
別
を
無
く
し
、
全
て
の
人
々
が
平
等
な
環
境

の
中
、
大
会
や
稽
古
を
通
し
、
国
際
交
流
を
も
っ
て
全
世
界
の
平
和
友
好
を
目
指
す
。
こ
の
ほ
か
、

イ
ベ
ン
ト
で
の
演
武
や
主
催
大
会
の
開
催
、
各
学
校
や
施
設
、
企
業
な
ど
で
の
教
室
開
催
や
講
演
活

動
を
通
し
て
、
地
域
の
発
展
や
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
四
十
二
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
測
量
の

実
施
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
八
月
七
日
付
け
で
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

郡
山
市
、
い
わ
き
市
及
び
須
賀
川
市

二

測
量
期
間

平
成
二
十
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

基
本
測
量(

基
盤
地
図
情
報
整
備
作
業)

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)

公
告
第
四
百
四
十
三
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
八
月
五
日
付
け
で
福
島
県
県
中
建
設
事

務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

須
賀
川
市
南
部
、
同
市
西
部
及
び
岩
瀬
郡
鏡
石
町
北
部

二

測
量
期
間

平
成
二
十
年
八
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

公
共
測
量(

三
級
基
準
点
測
量
及
び
四
級
基
準
点
測
量)

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)

公
告
第
四
百
四
十
四
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
付
け
で
福
島
県
喜
多
方
建
設

事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

耶
麻
郡
北
塩
原
村

二

測
量
期
間

平
成
二
十
年
八
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

公
共
測
量(

デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
ピ
ン
グ)

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)
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